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調査事件１ 幼児教育のあり方について 
 
１．福島町における幼児教育のあり方について 
   吉岡幼稚園の閉園にかかる話し合いにおいて、保護者より町内の幼児教育の 

指針を作成してほしいとのことから、６月８日に福島町幼児教育のあり方策定 
会議設置要綱を制定し、各小学校、各幼稚園、保育所、行政から保護者、教員、 
保育士、教諭など委員１３名の構成からなる策定会議を組織したところです。 
去る６月２８日から６回にわたり、幼児教育の諸情勢や現状と課題などを整 

理しながら、基本的な考え方、基本的な方針と具体的な取組みなどについて、 
各委員による討議検討を重ねて１０月２９日に「福島町における幼児教育のあ 
り方について」最終的な取りまとめがなされて、別冊のとおり策定会議の会長 
から教育長へ提出されたところです。 

   教育委員会等では、幼稚園、保育所、小学校、関係行政機関などと連携しな 
がら、今後、取組み可能な事項から推進することとしております。 

 
 
２．吉岡幼稚園の経過と現況等について 

吉岡幼稚園は、吉岡地区を対象に定員１０５人として昭和４９年９月１日に 

開設され、昭和５２年の１０５人をピ－クに以後少子化などの影響が加わり、 

徐々に減少傾向が続いており、今年１３人の入園児となっております。 

吉岡幼稚園の運営については、園児数の減少並びに自立プランにおける提言 

を受け、これまで保護者と１２回にわたり閉園に向けた話し合いを続けて来て 

いますが、現在まで保護者の同意が得られていない状況にあります。 

 

 

３.吉岡幼稚園に要する経費等について 

 

Ｈ１８普通交付税４，６８０千円     Ｈ１９普通交付税４，５２４千円 

使用料  ７９８千円          使用料  ７２１千円 

 諸収入  １６０千円          諸収入  １６０千円  

 計 ５，６３８千円           計 ５，４０５千円 

 

Ｈ１８決算 人件費２５，１４７千円   Ｈ１９予算 人件費２５，４５７千円 

物件費 ２，９０４千円         物件費 ３，１１６千円 

維持費    ３９千円         維持費   １００千円 

補助等    ９３千円         補助等    ９６千円 

計 ２８，１８３千円          計 ２８，７６９千円 

 

Ｈ１８実質 －２２，５４５千円     Ｈ１９実質 －２３，３６４千円 

（収支べ－スの園児１人あたり経費１，７３４千円） 
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４．乳幼児数の推移について 

町内における乳幼児数の推移については、少子化により年々減少傾向が続い 

ている状況にあります。 

 

 

○乳幼児数の推移（４月１日現在）                （単位：人） 

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 
吉 岡 ５ ５ ９ ６ １４ ６ ４５

福 島 ２５ ３４ ２９ ２７ ３４ ３７ １８６

Ｈ 
15 
年 
度 計 ３０ ３９ ３８ ３３ ４８ ４３ ２３１

 

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 
吉 岡 ７ ５ ５ ９ ６ １２ ４４

福 島 ２３ ２９ ３０ ２９ ２６ ３４ １７１

Ｈ 
16 
年 
度 計 ３０ ３４ ３５ ３８ ３２ ４６ ２１５

 

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 
吉 岡 ７ ５ ３ ４ １０ ６ ３５

福 島 ２４ １８ ２９ ３０ ２８ ２７ １５６

Ｈ 
１７

年 
度 計 ３１ ２３ ３２ ３４ ３８ ３３ １９１

 

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 
吉 岡 ５ ９ ５ ３ ４ ８ ３４

福 島 ２１ ２４ ２０ ２８ ２９ ３０ １５２

Ｈ 
１８ 
年 
度 計 ２６ ３３ ２５ ３１ ３３ ３８ １８６

 

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 
吉 岡 ６ ８ ８ ７ ４ ４ ３７

福 島 １２ ２２ ２５ ２１ ２８ ２８ １３６

H 
１９ 
年 
度 計 １８ ３０ ３３ ２８ ３２ ３２ １７３

 

区 分 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 
吉 岡 ４ ４ ９ ９ ５ ５ ３６

福 島 １６ １７ １８ ２９ １８ ３１ １２９

１９ 
年 
１１ 
／１ 計 ２０ ２１ ２７ ３８ ２３ ３６ １６５
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○吉岡幼稚園児数の推移（４月１日現在）            （単位：人） 

  年度 

区分 

Ｓ 

４９ 

Ｓ 

50 

Ｓ 

51 

Ｓ 

52 

Ｓ 

53 

Ｓ 

54 

Ｓ 

55 

Ｓ 

56 

Ｓ 

57 

Ｓ 

58 

Ｓ 

59 

５歳児 ６０ ７５ ６８ ７９ ７１ ６４ ６８ ４６ ５４ ４１ ２５

４歳児   ２４ ２６ ２２  ２６ ２７ ２６ １９ １７

 計 ６０ ７５ ９２ 10５ ９３ ６４ ９４ ７３ ８０ ６０ ４２

備 考 定数 

105 人以内

 4歳児

受入

  園舎

改修

     

  年度 

区分 

Ｓ 

60 

Ｓ 

61 

Ｓ 

62 

Ｓ 

63 

Ｈ 

元 

Ｈ 

２ 

Ｈ 

３ 

Ｈ 

４ 

Ｈ 

５ 

Ｈ 

６ 

Ｈ 

７ 

Ｈ 

８ 

５歳児 ２２ １１ ２１ ２４ １６ ７ １３ １６ １３ １５  ３ ９

４歳児 １１ １３ ６ １３ ６  ９ １５ １０ １２ ３ １０  ６

 計 ３３ ２４ ２７ ３７ ２２ １６ ２８ ２６ ２５ １８ １３ １５

備 考             

  年度 

区分 

Ｈ 

９ 

Ｈ 

10 

Ｈ 

11 

Ｈ 

12 

Ｈ 

13 

Ｈ 

14 

Ｈ 

15 

Ｈ 

16 

Ｈ 

17 

Ｈ 

18 

Ｈ 

19 

 

５歳児 １４ ９  ９ １２  ６ ９  ５ １１ ６ ７ ３  

４歳児 ９  ９ １０  ７ １０  ５ １０  ６  ７ ３ ３  

３歳児  ７  ８  ５  ８  ３  ６  ４ ５  １ ３  ７  

 計 ３０ ２６ ２４ ２７ １９ ２０ １９ ２２ １４ １３ １３  

備 考 3歳児 

受入 

           

 

 

５．吉岡幼稚園保護者からの要望書について 

  平成１８年１０月２７日付け吉岡幼稚園ＰＴＡ会長、秋田佐和子氏からの要 

望書並びに平成１９年１０月３１日付け吉岡幼稚園ＰＴＡ会長、新山智子氏か 

らの要望書については、別紙のとおりです。 

 

 

６．私立幼稚園の経営状況について 

   私立幼稚園に対する助成金は、昭和５３年から私立幼稚園管理運営費補助金 

交付要領に基づき助成しており、平成１８年度の経営状況等については、別紙 

のとおりです。 
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７．保育所の経過について 

昭和５０年４月に福島保育所（定員６０名）が新設され、昭和５４年４月に

は白符保育所（定員９０名）が新設され、さらに昭和５６年１１月には吉岡保

育所（定員６０名）が新設されました。 
しかし、青函トンネル工事の完成や少子化の著しい進行により、平成９年４

月に白符保育所の廃止と吉岡保育所の休止が決定され、平成１６年９月には吉

岡保育所が廃止されました。 
福島保育所は、昭和６２年４月に定員が９０名から１２０名に増員されまし

たが、平成１０年４月には入所児童数の減少により１２０名から９０名に変更

となりました。 
なお、平成１４年１月には、子育て支援センター機能を併設して新築され、

月崎地区から現在の場所に移転し、それと併せて定員も６０名に変更して現在

に至っております。 
 
 
８．入所児童数の状況について 

福島保育所では、近年の社会環境の変化に伴う保護者の就労形態などの変化

により、多様化する保育ニーズに対応するため、一時保育、日常保育や土曜保

育の保育時間の延長などを実施し、柔軟かつ多様な保育サービスに努めており

ます。 
福島保育所の入所児童数は、平成１６年度に５８人と一時定員割れを生じま

したが、平成１７年度以降は定員を超える入所があり、特に昨年度はここ数年

では最高の７６人の入所がありました。 
なお、平成１９年度の入所状況は、４月当初に５８人の入所があり、１０月

末現在では６５人となっております。 
また、平成１９年１０月現在の就学前児童数に対する保育率は、３７．６％

となっており、昨年より３．３ポイント減少しております。 
ここ数年の状況を見ますと３０％を超える入所率となっており、保育所の需

要が高くなっております。しかし、就学前児童数は年々減少してきており、今

後福島保育所においても定員割れの状況が想定されます。 
 

（１）福島保育所の入所児童数の推移              （単位：人） 
 
 
 
 
 
 
 
 

年度 Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９

４月当初 59 52 64 51 67 68 58

３月終了 71 67 67 58 68 76 65

※ただし、平成１９年度は１０月末現在の数値となっております。



 －5－ 

（２）就学前児童に対する入所児童数の割合           （単位：人） 
 
 
 

 

 

 

 

 

９．保育所に要する経費について 

保育所の運営に要する主な経費は、保育士５人分の人件費と臨時保育士及び

臨時調理員等の賃金となっております。 
運営経費としては、児童に係る給食材料費と教育材料費などの消耗品費が大

きなウエートを占めており、その他の運営経費としては施設管理に要する光熱

水費や各種委託料などとなっております。 
 

（１）平成１８年度福島保育歳出決算額         （単位：千円） 
人件費 運営費 歳出合計 
４８，２９５ ９，２９８ ５７，５９３ 

 
（２）平成１８年度福島保育歳入決算額        （単位：千円） 

保育料 雑入 歳入合計 
１６，７６４ １，０６１ １７，８２５ 

 
（単位：千円） 
運営費収支 

３９，７６８ 
 ※普通交付税１５，３９９千円 
 
（３）児童一人あたりの経費 

○平成１８年度（決算ベース） 
児童７６人 ①運営費ベース ７５８千円 
      ②収支ベース ５２３千円 

 
（参考） 
  福島保育所に子育て支援センタ－が併設されており、ゆりっこ広場などの子育 
て支援事業経費として、保育士の人件費や臨時保育士の賃金に対して補助金が充 
当されています。 

  ○子育て支援センタ－事業補助金 
   補助基準額７，４１３千円×補助率２／３＝補助金４，９４２千円 
 

就学前
児童数

250 243 231 215 191 186 173

入　所
児童数

71 67 67 58 68 76 65

入所率 28.4% 27.6% 29.0% 27.0% 35.6% 40.9% 37.6%
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（４）平成１９年度福島保育歳出予算額         （単位：千円） 
人件費 運営費 歳出合計 
４９，８７８ ９，２６８ ５９，１４６ 

 
（５）平成１９年度福島保育歳入予算額        （単位：千円） 

保育料 雑入 歳入合計 
１４，２０３ １，０３１ １５，２３４ 

 
（単位：千円） 
運営費収支 

４３，９１２ 
※普通交付税１１，０８５千円 

 
（６）児童一人あたりの経費 

○平成１９年度（予算ベース） 
児童６５人 ①運営費ベース ９１０千円 
      ②収支ベース ６７６千円 

 
（参考） 

○子育て支援センタ－事業補助金 
   補助基準額７，７７３千円×補助率２／３＝補助金５，１８２千円 
 
（参考） 

○保育所徴収金基準額表 

 

 

 

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 徴収金基準額(月額) 

階層区分 定義 
3歳未満 

児の場合

3歳児の 

場合 
4歳以上 

児の場合

第1階層 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) 0円 0円 0円

第2階層 市町村民税非課税世帯 9,000円 6,000円 6,000円

第3階層 

第1階層及び第4～第7階層

を除き、前年度分の市町村

民税の額の区分が次の区分

に該当する世帯 

市町村民税課税世帯 19,500円 16,500円 16,500円

第4階層 72,000円未満 30,000円 27,000円 27,000円

第5階層 72,000円以上180,000円未満 44,500円 41,500円 38,440円

第6階層 180,000円以上459,000円未満 61,000円 44,560円 38,440円

第7階層 

第1階層を除き、前年分の所

得税課税世帯であって、そ

の所得税の額の区分が次の

区分に該当する世帯 
459,000円以上 80,000円 44,560円 38,440円
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１０．学童保育の設置経過について 

学童保育は、共働き家庭や母子・父子家庭の小学生の子どもたちの毎日の放 
課後（学校休業日は一日）の生活を守る施設です。 
子どもたちが学童保育に入所して安心して生活が送ることができることによ

って、親も安心して仕事を続けられます。 
このように学童保育には、親の働く権利と家族の生活を守るという役割もあ

り、また、仕事と家庭が両立するライフスタイルの確立を図る目的があります。 
当町においては、平成１６年度に福島町次世代育成支援行動計画の策定にあ

たって、就学前の乳幼児と小学生の子供のいる全世帯を対象に実施したアンケ

ート調査において、小学１年生から３年生までの多くの保護者から学童保育の

設置に関する要望が寄せられました。また、平成１８年度に行った財政確立プ

ランに基づく保育料改正に関する保護者説明会の場においても、学童保育の実

施について保護者から強い要望が出されました。 
町では、こうした状況を踏まえて、平成１８年１０月から１２月までの３ヶ

月間、福島小学校において試行的に学童保育を実施し、施行期間の実施状況を

踏まえ、本実施に向け小学校などの関係機関と協議を進め、今年の４月から本

格実施を開始したところであります。 
なお、条例制定時の設置場所は、福島小学校と吉岡幼稚園の２箇所での実施

を予定しておりましたが、吉岡地区の申し込みが少なかったことから、実施段

階では白符小学校及び吉岡小学校の児童を含めて、福島小学校の１箇所のみで

実施しております。 
 
 
１１．入所児童数の状況について 

学童保育条例に定める定員は１クラス３０人を標準とし、福島学童保育３０ 
人、吉岡学童保育１０人となっており、学童保育の対象者は基本的に小学３年 
生までとなっていますが、定員に余裕がある場合は６年生まで受け入れが可能 
となっています。 
今年４月の開設当時の入所児童数は、福島小学校１５名及び白符小学校１名 

 の１６名でスタートしましたが、養殖昆布や水産加工場などの繁忙期には短期 
的な利用者があり、６月には福島小学校１８名、白符小学校１名及び吉岡小学 
校１名の２０名となりました。 
なお、１０月現在の利用者数は、福島小学校１６名、白符小学校１名及び吉 

岡小学校１名の１８名となっており、学年別の内訳は１年生９名、２年生５名、 
３年生３名及び５年生１名となっております。 
また、白符小学校及び吉岡小学校の児童については、授業が終了後に公用車 

で福島小学校まで送り届けておりますが、帰宅時の送迎は保護者が対応してお 
ります。 
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 （１）月別入所児童数の状況 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
（２）学年別の入所児童数の状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１２．学童保育に要する経費について 

学童保育の運営に要する主な経費は、指導員の人件費となっており、その他 
の運営経費としては、教材費、おやつ代、保護者との連絡用の携帯電話料や児 
童の事故対応として児童クラブ共済保険料となっています。 
なお、通常の保育体制として保育士の資格を持つ主任指導員１名と臨時指導 

員１名の２名体制ですが、夏休みや冬休みの期間は、臨時指導員１を加えた３ 
名体制で行っております。 

 
 

区分 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

福島小 15 17 18 18 17 16 16

白符小 1 1 1 1 1 1 1

吉岡小 0 0 1 0 0 0 1

計 16 18 20 19 18 17 18

※各月の児童数は月の初日の児童数となっています。

(単位：人）

（平成１９年１０月１日現在）

区分 １年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生 計

福島小 8 4 3 1 16

白符小 1 1

吉岡小 1 1

計 9 5 3 0 1 0 18

(単位：人）
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（１）平成１９年度学童保育歳出予算額            （単位：千円） 

人件費 運営費 運営費合計 備品購入費 歳出合計 
３，３８６ ３５５ ３，７４１ ２，９５５ ６，６９６

 
 
（２）平成１９年度学童保育歳入予算額           （単位：千円） 
道補助金 保育料等 運営費に対する収入計 道補助金 歳入合計 

６６０ ９９５ １，６５５ １，３７９ ３，０３４

 
 

（単位：千円） 
運営費収支 収支 

２，０８６
 

３，６６２

 
 
（３）児童一人あたりの経費 

○平成１９年度（予算ベース） 
児童１８人 ①運営費ベース １１６千円 
      ②収支ベース ２０３千円 

 
 
 

 
（参考） 
 ○放課後児童健全育成事業補助金 
（１）開放日数２５０日以上                  １クラブ当たり 

ア．年間平均児童数１０～１９人   ９９０千円×２／３    ６６０千円 
イ．年間平均児童数２０～３５人 １，６１２千円×２／３  １，０７４千円 
ウ．年間平均児童数３６～７０人 ２，４０８千円×２／３  １，６０５千円 
エ．年間平均児童数７１人以上  ３，２０４千円×２／３  ２，１３６千円 
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調査事件２ 福島商業高等等学校の存続対策について 
 
１．福島商業高等学校の経過と北海道の対応について 

昭和２６年４月に北海道福島高等学校（季節定時制課程普通科）が福島小学

校内に設置され、２７年に新校舎が落成、２８年に夜間定時制課程普通科が併

設、３０年には全日制課程が設置され、３８年３月に定時制課程が募集停止し、

４０年３月に道立移管され、４１年度から普通科を商業科に学科転換し、４３

年に北海道福島商業高等学校と校名が変更され、５８年には生徒の増に伴い商

業科１間口増、６０年に商業科１間口減、６３年に三岳へ校舎が竣工し、平成

１７年４月には生徒数２６人で商業科１間口（特例）減となり、今年３月まで

に３，７０１人の卒業生を輩出しております。 
このような状況の中で、生徒数の減少により将来的に地元から高校が無くな

ることは、町経済に多大な影響を及ぼすと予想されることから、１８年１月に

学校、保護者、商工会、町内会などの関係者２９名からなる高校存続検討委員

会を設立し、継続的に話し合いを重ねた結果、存続に向けた取り組みが重要で

あるとの意見が全会一致でまとまり、早速６月には全町からの署名活動を展開

し１８歳以上の町民３，８６６人分の署名を集約のうえ北海道教育委員会へ署

名簿と要望書を提出して存続を訴えてきたところです。 

なお、引き続き高校存続検討委員会を中心に関係団体などと連携し、生徒の 
確保などに向けた取り組みを進めることとしております。 

 

北海道教育委員会は、公立高等学校配置計画案策定の考え方により今年４月 

２５日に地域別検討協議会を開催し、５月１８日には新たな高校教育に関する 

指針の概要についての懇談会を行い、６月５日に平成２０年度以降３カ年の具 

体的な公立高校適正配置計画案とその後４年間の見通しを示しました。 

９月１０日には計画案どおり福島商業高等学校は、函館商業高等学校をセン 
タ－校として地域キャンパス校に位置付けられ、現在のままで当面維持される 
ことを決定し、その中で１学年の定員の半数以下の人数要件に該当し、その後 
も生徒数の増が見込まれない場合にあっては配置計画を変更するとしています。 

 
 
２．生徒数の推移について 
 
（１）１９年４月１３日現在の生徒数    （２）出身中学校別  （単位：人） 

区分 １年 ２年 ３年 合計 区分 １年 ２年 ３年 合計

男 １７ １１ １０ ３８ 福島 ２６ １４ ２６ ７６

女 ２１ １４ １６ ５１ 吉岡 １２ １ ０ １３

計 ３８ ２５ ２６ ８９

 

計 ３８ ２５ ２６ ８９
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（３）中学３年生徒数の推移                   （単位：人） 
年度 １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０

福島 ３６ ３５ ３７ ２５ ３１ ２９ ３２ ２２ ３０ ３１ ２９ ２２

吉岡 ８ １０ １０  ９ １１  ６ １４  ５  ８  ３  ４ １０

計 ４４ ４５ ４７ ３４ ４２ ３５ ４６ ２７ ３８ ３４ ３３ ３２

 
 
３. 福島商業高等学校にかかる当町の経済効果額等について 
 
  （１）職 員 数         １８人 （扶養数１６人） 
  （２）町民税額   約 ３，３００千円 （１８人） 
  （３）町内消費額  約２１，６００千円 （衣食住など） 
  （４）普通交付税       － 千円 （北海道へ交付される） 
       計    約２４，９００千円 
 
 
４．特色ある道立高校として町が要望する事項及び町ができる対応策について、 

渡島西部４町にあって唯一の職業学科としての特色を生かして、大学・短大・

専門学校等へ積極的に推薦入学させることで進学校として位置付けや、就職が

有利となる危険物や電卓計算・漢字・英語・簿記・ワ－プロ・珠算電卓・情報

処理・実用英語・商業経済など各種資格を取得させるほか、地域と一体となっ

たボランティア活動などを通して厳しい社会情勢に即応できる人材を育成して

ほしい。 
  また、他校にない福島商業高等学校だけの部活動を再検討し、大多数の生徒 
が加入する態勢づくりに努めるほか、教科以外の特別授業などへの講師として 
地元の生涯学習指導登録者を活用するなどして特色ある高校を目指してほしい。 

 
地元高校への生徒の確保、保護者負担の軽減を目指した町としての支援策は、

平成１６年度より福島高校へ入学した場合に入学奨励金１人につき３万円の支

給や、在学中の生徒が利用する通学定期補助金としてバス交通費の１／４相当

額を助成しています。 
今後は、町内の中学校をはじめ近隣町などへ学校ＰＲを促進するほか、奨励

金の引き上げ等を含む新たな対応策を検討してまいります。 
 
 
５．知内高校の町立としての運営費及び特色ある取り組み事項について 

   知内高校における平成１７・１８年度の運営費状況と特色ある取り組み事項 

については、別紙のとおりです。 
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調査事件３ 

町議会議員選挙等のあり方について 

 
 

１ 当町における選挙実施経過について 

   当町を含む地方自治体選挙のあり方については、これまでも公職選挙法 

の改正や選挙制度の変遷の中で、選挙人である住民が選挙に臨みやすい仕 

組みに、随時、変わってきている現状にあります。 

   そうしたなか当町においては、近年、長や議員の選挙執行時において、 

選挙公報の発行や平日投票を実施しているほか、経費削減策としてポスタ 

ー掲示箇所の縮減や開票事務の迅速化を図っておりますが、今後も、引き 

続き公正・公平な一定のルールの下で選挙が執行されるように努めてまい 

ります。 

 

 

２ 平日投票実施に係る総括事項について 

 ☆ 休日投票に比較して、時間外勤務手当の削減が可能となった 

   （予算対比 △１，６７５千円） 

 ☆ 各グループ窓口等に１～３名の対応事務要員を配置した結果、事務的な 

トラブル発生は無し 

☆ 土・日の休日を期日前投票期間として設定し、出稼ぎ者のお盆帰省等の 

対応を図ることによって、全体投票率の減少に比較し、前回並みの率を維 

持（前回１６.５０％ ⇒ 今回１６.６７％） 

 ＊ 投票立会人の公募を初実施（新規 ４名） 
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● 過去の町議会議員選挙結果 

執  行  日 投 票 率 定   数   等 

Ｓ５８.８.１７（日） ８８．２９％ 定数２２人 立候補２６人 

Ｓ６２.８.１９（水） ９０．５６％ 定数１８人 立候補２６人 

Ｈ ３.８.１８（日） ８９．９２％ 定数１８人 立候補２０人 

Ｈ ７.８.２０（日） ８７．７４％ 定数１６人 立候補１７人 

Ｈ１１.８.２２（日） ８５．１２％ 定数１６人 立候補１８人 

Ｈ１５.８.１７（日） ８４．６２％ 定数１４人 立候補１６人 

Ｈ１９.８.１５（水） ７８．０２％ 定数１２人 立候補１３人 

 

 

 

● 期日前・不在者投票 

執 行 日 当日有権者 期日前・不在者投票者数 期日前不在者投票率 

Ｈ１５.８.１７ ５,４０５人 ８９２人 １６．５０％ 

Ｈ１９.８.１５ ４,８５８人 ８１０人 １６．６７％ 

 

 

 

● ポスター掲示場設置箇所数の推移 

選挙執行年月 選    挙    名 掲示板箇所 備  考 
Ｈ１１年 ８月 町議会議員選挙 ６９箇所  
Ｈ１５年 ８月 町議会議員選挙 ６９箇所  
Ｈ１６年 ７月 参議院議員通常選挙 ６２箇所  
Ｈ１７年 ９月 衆議院議員総選挙 ５８箇所  
Ｈ１７年１１月 北海道議会議員補欠選挙 ４８箇所  
Ｈ１９年 ７月 参議院議員通常選挙 ３８箇所  
Ｈ１９年 ８月 町議会議員選挙 ３８箇所  

 
 
 

● 投票所設置数の推移 

選挙執行年月 統 廃 合 投 票 所 名 掲示板箇所 
Ｓ４４年１２月  ２０箇所 
Ｈ ４年 ４月 （吉岡・館崎）（豊浜・宮歌）（千軒１・千軒２） １７箇所 
Ｈ ９年 ９月  日の出（廃止） １６箇所 
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● 町議会議員選挙投開票状況の推移 

 区     分 平成 11 年 8 月 22 日 平成 15 年 8 月 17 日平成 19 年 8 月 15 日

投票事務従事者数      ７１ 人      ６８ 人      ４８ 人 

開票事務従事者数      ５４ 人      ４１ 人      ３７ 人 

開 票 開 始 時 刻 午後 ９時００分 午後 ９時００分 午後 ８時００分 

開 票 終 了 時 刻 午後１０時５０分 午後１０時５０分 午後 ９時０８分 

開  票  時  間   １時間５０分 １時間５０分 １時間０８分 

支  出  総  額 ８，４８９，９８５円 ７，３２４，５２８円 ３，４５０，６０８円 

 
 
 

● 選挙管理委員会委員の研修状況（Ｈ１８年度） 

 ☆ ５月３０～３１日  渡島管内選挙管理委員会総会・研修会（長万部） 
 ☆ １１月２２日    渡島西部ブロック選挙事務研修会（知内） 
 ☆ １２月 ６日    渡島管内選挙管理委員研修会（函館） 
 
 
 

● 選挙啓発状況（Ｈ１９年度 町議会議員選挙） 

 ☆ 防災無線広報    ８月１１～１５日  ７回 
 ☆ 町広報掲載啓発   ６～８月号広報へ掲載（３回） 
 ☆ 各戸へチラシ配付  ８月８日実施 
 ☆ 選挙公報配付    ８月１１日実施 
 ☆ 投票日の選挙管理委員会委員による車輌啓発広報  午前・午後各１回 
 ☆ 選挙期間中の車輌による啓発（随時） 
 
 
 

 


